
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年６月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２広第１４６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２４年７月１４日（土） ０４時００分ごろ 

発生場所 愛媛県松前
ま さ き

町松前港南西方沖  

 松前港西防波堤灯台から真方位２２３°１,７００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°４６.５′ 東経１３２°４０.８′） 

事故等調査の経過  平成２４年８月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ ヨット POLAIRE
ポ レ ー ル

（英国籍）、１３トン 

   不詳、個人所有 

Ｂ 漁船 若
わか

戎
えびす

丸、４.０トン 

   ＥＨ３－８２７５０（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 操縦者Ａ 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部ハンドレール脱落及び同部擦過傷 

Ｂ 右舷船首部防舷帯脱落及び同部擦過傷 

 事故等の経過  Ａ船は、操縦者Ａが１人で乗り組み、松前港南西方沖において、錨

泊灯を表示せずに船首を南西方向に向けて錨泊中、Ｂ船は、船長Ｂが

１人で乗り組み、松前港を出港して漁場に向けて約１０ノットの対地

速力で南西進中、平成２４年７月１４日０４時００分ごろＡ船の左舷

船尾とＢ船の右舷船首とが衝突した。 

 操縦者Ａは、機関室内で整備作業をしていた。 

 船長Ｂは、レーダーをスタンバイ状態とし、前方を向いて手動操舵

で僚船と漁場に向けて航行中、衝突してからＡ船に気付いた。 

 船長Ｂは、衝突直後、携帯電話で海上保安庁に衝突したことを通報

した。 

気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 北、風力 ２、視程 約４～５海里 

海象：潮汐 上げ潮の末期 

その他の事項 Ａ船は、数日前の悪天候で錨泊灯が故障し、表示できなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、松前港南西方沖において錨泊中、操縦者Ａが錨泊灯を表示



 

していなかったことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、松前港南西方沖において南西進中、船長Ｂが前路で錨泊灯

を表示せずに錨泊していたＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

原因  本事故は、夜間、松前港南西方沖において、Ａ船が錨泊中、Ｂ船が

南西進中、操縦者Ａが錨泊灯を表示していなかったため、両船が衝突

したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・夜間、法定灯火を表示できるよう、発航前に点検し、必要な整備

を行うこと。 

・法定灯火を表示できない場合は、出港を取りやめること。 

 


